
 
 
 
マンション滞納管理費「時効５年」認定  
 
 マンション管理組合が部屋の所有者に、管理費と修繕積立金を何年前までさかのぼって請求

できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷（北川弘治裁判長）は２３日、一般

的な債権と同じ１０年間ではなく、家賃などと同様、「管理費や修繕積立金にも５年間の時効が

適用される」との初判断を示した。  
 この訴訟では、埼玉県草加市内の分譲マンションの管理組合が新規入居者に対し、前の所有者

が滞納していた管理費と修繕積立金６年４か月分（約１７４万円）の支払いを求めており、一、

二審判決は全額支払いを命じたが、最高裁は、時効が経過していない２年４か月分、約７０万円

だけの支払いを命じた。  
 民法では、家賃など１年以内の短い間隔で定期的に徴収される債権（定期給付債権）について

は、領収書などの証拠書類が保存されにくいため、長期間経過した後に不当に請求されないよう、

一般的な債権とは異なり、５年間で支払い義務が消滅すると定めている。  
 問題の管理費と修繕積立金は、年１回の総会で決議されるため、こうした債権に当たるかが争

点だった。最高裁は「総会決議で金額が増減するとしても定期給付債権に当たる」と認定した。

管理費などを巡っては、これまで下級審の判断が分かれていた。  
 １、２審判決は、男性が購入契約時に前所有者の滞納について説明されており、滞納分全額を

請求されることは予想できたと指摘。そのうえで、「５年間の時効を適用すれば滞納していない

他の入居者に犠牲を強いる」と判断していた。  
 (2004 年 4 月 23 日 読売新聞)   
以下に最高裁判例を原文のまま、掲載します。 
  
 
判例 
 平成１６年０４月２３日 第二小法廷判決 平成１４年（受）第２４８号 管理費等請求事件 
要旨： 
 マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が５年間の短期消滅

時効を定める民法１６９条所定の定期給付債権に当たるとされた事例 
内容：  件名 管理費等請求事件 （最高裁判所 平成１４年（受）第２４８号 平成１６年０４月２３日 第二小法廷判 

決 破棄自判）  
原審 東京高等裁判所 （平成１３年（ネ）第３６１８号）  
主    文 
１ 原判決を次のとおり変更する。 
  第１審判決を次のとおり変更する。 

(1) 上告人は，被上告人に対し，６９万９７２０円及びこれに対する平成１２年１２月１３日から支払済みまで年 
５分の割合による金員を支払え。 

  (2) 被上告人のその余の請求を棄却する。 
２ 訴訟の総費用は，これを５分し，その３を被上告人の負担とし，その余を上告人の負担とする。 
理    由 
 上告代理人桑原昌宏の上告受理申立て理由について 
１ 原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。 
  (1) 被上告人は，埼玉県草加市内にあるマンション「Ａマンション」（以下「本件マンション」という。）の管理組

合であり，建物の区分所有等に関する法律３条前段所定の本件マンションの区分所有者全員を構成員とする団

体である。 
(2) 上告人は，平成１０年３月３１日，株式会社Ｂから本件マンションの５０６号室の区分所有権を買い受け，同 

年５月１日，その旨の所有権移転登記手続を了した。 
(3) 被上告人が定めた本件マンションの管理規約（以下「本件規約」という。）中には，管理費及び特別修繕費（以 

下，併せて「管理費等」という。）に関する定めとして，次のような規定がある。 
    組合員である区分所有者は，敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため，管理費等を被上告人に納

入しなければならず，その額については，各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出し，毎会計年度の

収支予算案により，総会の承認を受けるものとする（２５条）。特別修繕費は修繕積立金として積み立てるもの



とする（２８条１項）。被上告人は，管理費等について，組合員が各自開設する預金口座からの自動振替の方法

等により翌月分を毎月末日までに一括して受け入れる方法により徴収するものとする（５８条１項）。管理費等

の額，賦課徴収方法等については，総会の決議を経なければならない（４７条）。 
  (4) 株式会社Ｂは，平成４年１月分から平成１０年４月分までの管理費等を滞納しており，その合計額は１７３万

９９２０円である（内訳は別紙「滞納額の内訳」のとおりである。以下，この管理費等を「本件管理費等」と

いう。）。 
  (5) 被上告人は，本件管理費等の支払義務は上告人に承継されたとして（建物の区分所有等に関する法律８条），

平成１２年１２月４日，上告人に対し，本件管理費等の支払を求める旨の支払督促を越谷簡易裁判所に申し立

てた。この督促事件は，上告人が督促異議の申立てをしたことにより本件訴訟に移行した。 
  (6) 上告人は，本件訴訟において，本件の管理費等の債権は民法１６９条所定の債権に該当し，同条所定の５年間

の短期消滅時効により消滅する旨主張して，本件管理費等のうち支払期限から５年を経過した平成７年１２月

分までのもの（合計１０４万０２００円）につき消滅時効を援用した。 
 ２ 原審は，次のとおり判断し，上告人の上記消滅時効の抗弁を排斥して，被上告人の請求を認容すべきものとした。 
   本件の管理費等は，原則的には毎月一定額を支払う形になってはいるものの，共用部分の管理の必要に応じて，

総会の決議によりその額が決定され，毎年要する経費の変化に応じて年単位でその増額，減額等がされることが

予定されているものであって，その年額が毎年一定となるものではない。したがって，被上告人が区分所有者に

対して管理費等の納入を求めることができる権利は，基本権たる定期金債権の性質を有するものではなく，本件

の管理費等の債権についても，基本権たる定期金債権から発生する支分権としての性質を有するものとはいえず，

民法１６９条所定の定期給付債権には該当しないから，同条所定の短期消滅時効の適用はないと解すべきである。 
 ３ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。 
   本件の管理費等の債権は，前記のとおり，管理規約の規定に基づいて，区分所有者に対して発生するものであり，

その具体的な額は総会の決議によって確定し，月ごとに所定の方法で支払われるものである。このような本件の

管理費等の債権は，基本権たる定期金債権から派生する支分権として，民法１６９条所定の債権に当たるものと

いうべきである。その具体的な額が共用部分等の管理に要する費用の増減に伴い，総会の決議により増減するこ

とがあるとしても，そのことは，上記の結論を左右するものではない。 
   そうすると，本件管理費等のうち平成４年１月分から平成７年１２月分までのもの（合計１０４万０２００円）

については，消滅時効が完成していることになるから，被上告人の請求は，上記時効完成分を除いた６９万９７

２０円及びこれに対する支払督促の送達の日の翌日である平成１２年１２月１３日から支払済みまで年５分の割

合による遅延損害金の支払を求める限度で認容すべきである。 
   これと異なる原審の判断には，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は理由があり，原判

決を主文第１項のとおり変更するのが相当である。 
   よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官福田博の補足意見がある。 

 裁判官福田博の補足意見は，次のとおりである。 
 論旨は，管理費及び特別修繕費の双方について実体的に一体のものとして民法１６９条に基づく短期消滅時効を

主張しており，現行法の解釈としては，法廷意見が述べるとおり，これを首肯せざるを得ない。 
 しかし，マンション等の区分所有建物においては，経常的な経費を賄うために徴収される通常の管理費とは別

に，共用部分の経年劣化等に対処するための修繕費用は必ず必要となるものであって，これを区分所有者全員で

負担しなければならないことはいうまでもない。そのために要する費用は往々にして多額に上ることから，これ

を修繕を行う際に一度に徴収することは実際的とはいい難い。そこで，管理組合が長期的な収支見通しの下で計

画的な積立てを行ってこれに備えるのが修繕積立金と呼ばれるものであり，将来への備えとして，このような対

応が必要となることは当然のことというべきである。このような修繕積立金は，区分所有建物の資産価値を維持

保全するためのものであり，究極的には個々の区分所有者の利益に還元されるのであり，また，区分所有関係を

維持していくために必要不可欠の負担ということもできる。修繕積立金のこのような性質にかんがみると，短期

消滅時効の適用により，不誠実な一部の滞納者がその納付義務を容易に免れる結果とならないようにするための

適切な方策が，立法措置を含め十分に検討されるべきものと考える。 
(裁判長裁判官 北川弘治 裁判官 福田 博 裁判官 滝井繁男) 

 
別紙 滞納額の内訳 
  管 理 費    特別修繕費    小 計 
          （修繕積立金） 
平成４年１月分 １万５３４０円（不足分）   ２２１０円  １万７５５０円 
平成４年２月分 月額１万５７００円  月額２２１０円  
   ～      ×１９か月   ×１９か月  
平成５年８月分 ＝２９万８３００円  ＝４万１９９０円   ３４万０２９０円 
平成５年９月分 月額１万５７００円  月額８６７０円  
   ～      ×２８か月   ×２８か月  
平成７年１２月分  ＝４３万９６００円  ＝２４万２７６０円  ６８万２３６０円 
平成８年１月分 月額１万５７００円  月額８６７０円  
   ～      ×２４か月   ×２４か月  
平成９年１２月分  ＝３７万６８００円  ＝２０万８０８０円  ５８万４８８０円 
平成１０年１月分 月額１万５７００円  月額１万３０１０円  
  ～       ×４か月   ×４か月  
平成１０年４月分  ＝６万２８００円  ＝５万２０４０円  １１万４８４０円             


